
政
令
第
三
百
六
十
一
号

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
、
第
三
十

三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
、
第
百
十
二
条
第
一
項
並
び
に
別
表
第
十
八
備
考
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
労
働
者
」
を
「
作
業
従
事
者
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
第
四
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。四

シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー

五

フ
ォ
ー
ク
ロ
ー
ダ
ー

第
十
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



二

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

第
十
一
条
中
「
又
は
工
場
」
を
「
、
工
場
そ
の
他
の
事
業
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
等
」
を
「
登
録
設
計
審
査
等
機
関
等
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
三
の
見
出
し
中
「
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
等
」
を
「
外
国
登
録
設
計
審
査
等
機
関
等
」
に
改
め
、
第

二
十
五
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
二
中
「
第
七
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
十
七
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二

十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
別
表
第
十
八
備
考
の
政
令
で
定
め
る
車
両
系
機
械
）

第
二
十
四
条

法
別
表
第
十
八
備
考
の
政
令
で
定
め
る
車
両
系
機
械
は
、
車
両
系
建
設
機
械
（
整
地
・
運
搬
・
積
込
み
用
、

掘
削
用
、
解
体
用
及
び
基
礎
工
事
用
の
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
中
「
八
万
二
千
五
百
円
」
を
「
四
万
四
千
円
（
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労



働
局
長
が
当
該
申
請
に
係
る
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
特
定
機
械
等
（
以
下
「
特
定
機
械
等
」
と
い
う
。
）
の
設
計
審
査
の

業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
八
万
二
千
五
百
円
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
」
及
び
「
（
以
下
「
特
定
機
械
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
二
の

改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


